
           

国立市教育委員会基本方針 
 

 

 国立市教育委員会は、「教育目標」を達成し、学ぶ権利を保障するため、日本国憲法及

び教育基本法の精神に基づき、とりわけ学校教育においては学習指導要領の趣旨を十分に

生かし、以下の「基本方針」に重点をおき、総合的に施策の推進を図る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) 年齢や性、しょうがいの有無などに関わらず、全ての人が互いの人間性を尊重し合う

人権尊重の精神を培い、人権に関わる課題について正しい理解と認識を深め、偏見や

差別をなくす人権教育を推進する。 

(2) 思いやりの心をはぐくみ、自他をいつくしみ、生命を大切にするなど心の教育を充実

するため、道徳教育のより一層の充実を図る。 

(3) いじめや不登校などの問題に対応するため、互いに認め合い共に学び合う学校づくり

を進めるとともに、地域と連携した総合的な教育相談機能の整備・充実に努める。 

(4) 平和の尊さを知り、日本及び世界の恒久平和を希求し、平和に貢献する心を育むため、

平和教育を推進する。 

(5) 環境問題に対する理解と関心を深め、具体的な行動に結び付けられるよう、知識だけ

ではなく、体験活動を通じて環境教育を推進する。 

(6) 互いに支え合う社会づくりを目指して、権利と義務、自由と責任についての認識を深

めさせ、公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学力の３要素である基礎的な知識及び技能、それらを活用した思考力・判断力・表現

力、主体的に学ぶ態度を確実に身に付けさせるため、問題解決的な学習を柱とした児

童・生徒が自ら学び考える教育活動を推進する。 

(2) 生きる力の重要な要素である体力を高めるため、授業の充実、運動の日常化、家庭・

地域との連携を推進する。 

(3) 特別支援教育の更なる推進を図り、しょうがいのある児童・生徒としょうがいのない

児童・生徒ができる限り同じ場で共に学ぶことを追求するインクルーシブ教育システ

ムの構築を目指す。 

(4) 日本や世界の文化・伝統に触れる機会の充実を図り、郷土に対する愛着や誇りをはぐ

くみ、多様な文化に対する理解を深めることにより、日本人としてのアイデンティテ

ィを醸成し、世界で活躍するグローバル人材を育てる教育を推進する。 

(5) 子どもの健やかな身体を作るため、学校給食を充実させるとともに、健康な食生活を

支える食育の充実を図る。 

  

 

人権尊重の理念を正しく理解するとともに、自他の生命を大切にし、思いやりの心を身に

つけ、互いを大切にすることができる教育を推進する。 

【基本方針１ 人権尊重の精神と社会性の育成】 

 

一人一人の個性を生かし、社会の一員としての自覚を高め、自己実現を図る能力を育てる

ため、関係機関との協力や、学校・家庭・地域社会の緊密な連携のもとに、生きる力をはぐ

くむ教育を推進する。  

【基本方針２ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 地域の人材を活用した学習活動、教材づくり等を推進し、多様な教育活動を展開する。 

(2) 各学校での特色ある教育活動を明示し、保護者・市民の協力を得ながら推進する。 

(3) 授業公開等を実施し、保護者・市民に教育活動を開くとともに、保護者や地域の願い

を踏まえた開かれた学校づくりを推進する。 

(4) 教員の資質・能力向上を図るため、授業実践を中心とした教職員研修の整備・充実を

推進する。 

(5) 学校の教育的リーダーシップの確立を図り、組織としての学校機能を高め、特色ある

学校づくりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 地域社会における市民の活動機会を増やすため、社会体育、地域活動の充実を図る。 

(2) 生涯学習ネットワークの整備・充実を図り、生涯学習活動を総合的に支援する。 

(3) 地域の歴史、伝統文化を尊重し、有形・無形文化財の保護・活用を図る。 

(4) 図書館等の整備を通じ、学習・交流の機会や情報の提供を充実するとともに、社会教

育活動を支援して、家庭や地域の教育力の向上を図る。 

(5) 文化に親しむ環境づくりを目指して、社会教育施設、文化施設を整備・充実し、芸術

文化の創造・交流を実現していく。 

 

 

子どもたちが、生涯を通じて社会の変化に主体的に対応し自己のよりよい成長を図れるよ

うにするため、家庭・学校・地域の連携により創意ある教育活動、特色ある学校づくりを推

進する。 

【基本方針３ 地域と共にある開かれた学校づくりの推進】 

 

生涯を通じていつでも自由に学習機会を選択して学び、その成果を地域社会に生かすこと

ができるよう、学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する施策を総合的に推進し、生

涯学習社会の実現を図る。 

【基本方針４ 生涯学習の振興】         


